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☆集会所の再開について 
 
 新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言は、全国規模で解除されました。 

しかし、3密（密閉、密集、密接）が感染を拡大させるリスクが高いと考えられ、    

これを避けるため室内の換気や机,椅子等の清拭消毒など利用条件（順守事項）の   

対策を取って頂き、ご利用いただくようお願いします。 
 
☆集会所施設の利用条件（順守事項） 
1. 来所者は、マスク着用（発熱など体調不良の人は、入所禁止）。 

2. 事前に体温を測り、利用者の氏名、連絡先を記入し報告。 

3. 適切な換気と清拭消毒を行う。 

4. 椅子・テーブルの使用後は適宣清拭消毒すること。 

詳細については、事務所にお問い合わせください。 
  
☆建築協定更新準備委員会だより 
 
 建築協定更新「住民説明会」が開催されました。 

６月２０日（土）午後、２１日（日）午前、午後の３回に分け、延べ５７人の参加

のもとに開催されました。会場では新型コロナの感染防止対策をしっかり行なうと

ともに参加者の皆さんにはマスク、検温などご協力をいただき無事行なうことがで

きました。説明は準備委員長の水田さんによりスライドを使って建築協定の役割、

必要性、もしも協定が無くなった場合に想定される

状況についてなど説明がありました。 

その後質問や意見が活発に出され、理解が深まった

のではと思います。 

説明では、１０年に一度の見直しのチャンスであ

り、高齢化の進む中で良好な住環境を守り、生活の

不便さなど少しでも改善し、楽しい暮らしができる

ように「変えるべき点は変え、守るところはしっかり守ってゆく」との考えで秋葉

台の建築協定を考える機会になればと思います。 

説明会での質問事項などは、今後会報等でお知らせする予定です。 

なお、ご質問など有る方は集会所までご連絡ください。 

今後８月にアンケート調査を予定しております。原則ブロック理事から各家庭にお

届けする予定です。その節はご協力よろしくお願いします。 
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秋葉台地区５ヶ所の公園の〔秋葉台公園・西公園・中公園・南公園・北公園〕 

草刈り清掃等の維持管理を神戸市から自治会が委託を受けています。 

 

１. 清掃維持管理 
  現在４団体のボランティア活動グループの方々に 

毎月１～２回の清掃をお願いしています。 

しかし活動グループの会員は高齢者が多く、 

特に北公園グループに欠員が生じていますので、 

ご協力してくださる方を探しています。 

 

２. 刈払機による公園の草刈り 

  夏・冬季の大掃除に合わせて、草刈隊にお願いしております。 

高齢者の会員が多く、また人員が不足しております。 

そのため公園の維持管理が困難になり、  

ボランティア活動員を捜しています。 

 

 

自治会の皆さん‼ 

住民の憩いの場所、また子供達の遊び場所として、いつも綺麗な公園を維持する為、  

清掃ボランティア活動にご協力くださる方々を捜しています。ぜひお願いします。 

 

ご協力くださる方は、詳細など自治会集会所 

〔TEL９９４－４５８３〕までご連絡ください。 

開所日時  火・木・土 ９時～１５時 

〔12:15～13:15 昼休み〕 

 

お待ちしています。 

   

 アカン！マスクのポイ捨  

 
最近、マスクのポイ捨てが、見受けられます。 

住民の方からも注意喚起が寄せられました。直接、息のかかったもの、口に触れた 

ものであることから、各自、持ち帰り処分していただきますよう、お願いします。 
 

公園の維持管理のためボランティア活動員を募集!! 
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長いお休みだった、木津小学校も 5 月末の分散登校を経て、６月１５日から通常の登校と

なりました。 

可愛い一年生も一生懸命に登校しています。そんな中、学童見守りにとって、とても嬉し

い事がありました。 

６月１８日、１丁目にお住まいの方が「学童見守りの人達に役立てて下さい」とレインコ

ートを全員に下さいました。お名前をお聞きしましたが、おっしゃいませんでしたので、

この場を借りましてお礼申し上げます。ありがとうございました。梅雨の季節喜んで着用

させて頂きます。学童見守りをしている私たちを、応援してくださる方がいらっしゃると

思うと、とても励みになります。本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

☆最近のごみ出し状況について 

 ①スプレー缶等のごみ（燃えないごみ）が水曜日の缶ビンペットボトルの日に出され 

取残しされている状況が５月から５週連続で続くことがありました。 

（秋葉台公園、南公園） 

 ②包装プラスチック（水曜日）の分別不良等による取残しが続いています。 

  内部の汚れや、エンジンオイルの容器で残液のあるものなどです。 
 

 ＊ワケトンの改定版をお届けしましたが、この機会に今一度内容について再確認し、  

正しいごみ出しにご協力をお願いします。 
 

 ふれまち協議会  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7月のふれあいサロン及び広場サロンは、中止します。 
 
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言は、解除されましたが、神
戸市の『地域福祉センター利用における感染拡大予防にかかる対策』は引
き続き継続し、センター利用の制限が課されて 
いるため中止します。 

後援会 

7 月のパトロール実施予定日 
 

7月 11日（第 2土曜日） 午前 9:00～ 地域内パトロール  
7月 25日（第 4土曜日） 午前 9:00～ 地域内パトロール  

       
環境部 

 

夏のラジオ体操は中止します。 

新型コロナ対策として、３密（密閉、密集、密接）を防ぐことと、予定場所の

確保が困難であることの理由により中止します。 
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敬老のお祝い 

今年度も、自治会員で以下の誕生年（1/1～12/31生）の方々に、 

連合自治協議会よりお菓子をお贈りします。 

 

70歳   古 希 昭和 25年（1950年）寅年生まれ 

77歳   喜 寿 昭和 18年（1943年）未年生まれ 

88歳   米 寿 昭和 7 年 (1932年）申年生まれ 

99歳   白寿以上 大正 10 年（1921年）酉年生まれと 

それ以前の方 

 

押部谷連合自治協議会へ該当者の申請が必要ですので、締め切りが 

早くなっています。 

申請書を期日までにお忘れなく提出してください。 

※該当する方は（一家に複数、ご夫婦でも可） 

下記の申請書を記入後切り取り、ブロック理事か秋葉台集会所に 

7月末までに提出して下さい。 
 

- - - - - - - - - - - - - ✂ - - - - - き り と り - - - - - ✂ - - - - - - - - - - - - - 

秋葉台自治会 

敬老祝い品申請書 

古希・喜寿・米寿・白寿のお祝い 

↑   で囲んでください 
生年月日              

ブロック      －      名 前
ふ り が な

              

住 所 秋葉台   丁目    －    －    （     様方） 

 

古希・喜寿・米寿・白寿のお祝い 

↑   で囲んでください 
生年月日              

ブロック      －      名 前
ふ り が な

              

住 所 秋葉台   丁目    －    －    （     様方） 

 


